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備考

室津港出張所賃貸借
１式

分任支出負担行為担当官
四国地方整備局高知港湾・空港整備
事務所長
森田　真治
高知県高知市種崎874番地

令和8年4月1日
株式会社NTT西日本アセット・プランニング
四国支店
愛媛県松山市山越3丁目15番15号

9120001041782

　本賃貸借物件は、室津港で事業を実施している当所の出先事務
所として使用する物件を賃貸借するものである。
　本物件は、平成２８年１２月１日より株式会社ＮＴＴ西日本アセッ
ト・プランニングと賃貸借契約を締結しており、特段の修理等も生じ
ておらず今後も十分使用可能な物件である。
　昨年度同様に賃貸契約すれば、同等の物件を新たに賃貸契約
する場合と比べ、移転料等が不要となり安価となる。
　よって、会計法第２９条の３第４項の規定に基づき、同物件の管
理者である株式会社ＮＴＴ西日本アセット・プランニングと随意契約
するものである。

867,576 867,576 100.00% －

高知港湾・空港整備事務所庁舎等
機械警備
１式

分任支出負担行為担当官
四国地方整備局高知港湾・空港整備
事務所長
森田　真治
高知県高知市種崎874番地

令和8年4月1日
ALSOK株式会社　高知支社
高知県高知市駅前町5番5号

3010401016070

本業務は機械警備により高知港湾・空港整備事務所の種崎事務
所、須崎港出張所、港湾業務艇「とさかぜⅡ」を保安警備するもの
である。
　令和7年度末に種崎事務所の新築、移転を予定していたため、4
年国債の令和4年4月1日から令和8年3月31日までの期間でＡＬＳ
ＯＫ株式会社　高知支社と庁舎等機械警備契約を行っていたが、
新事務所の完成時期が予定していた令和7年度末から令和8年12
月21日に変更になった。
  新事務所完成後は新事務所、須崎港出張所、港湾業務艇「とさ
かぜⅡ」を対象に5年国債で機械警備を契約する予定のため、新
事務所完成までの期間について種崎事務所、須崎港出張所、港
湾業務艇「とさかぜⅡ」を対象とする機械警備契約が必要となる
が、この期間について新たに種崎事務所、須崎港出張所、港湾業
務艇「とさかぜⅡ」の機械警備契約を行う事となった場合、令和7年
度までの国債契約で設置していた機械警備機器撤去費用、新規
に設置する機械警備機器の設置及び撤去費用が生じる。
  一方、令和7年度までの国債契約で設置していた機械警備機器
については特段の不具合等も生じておらず十分使用可能であり、
この機械警備機器を引き続き使用することにより上記の機械警備
機器撤去及び設置に関する費用は不要となり、経済的に有利であ
る。
　以上により、ＡＬＳＯＫ株式会社　高知支社と会計法第２９条の３
第４項の規定に基づく随意契約を締結するものである。

1,156,206 1,156,206 100.00% －
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